
自治体ＤＸの推進について 

 

続きまして、熊本県における自治体ＤＸの推進の現状と今後の取組

についてお尋ねいたします。 

 ＤＸとは、デジタルトランスフォーメーションの略語であります

が、その意味は、デジタル技術を浸透させることで、人々の生活をよ

りよいものへと変革することによって、既存の価値観や枠組みを根

底から覆すような革新的なイノベーションをもたらすものとされて

います。 

 世界で広がるＤＸの波は、我が国でも、民間企業を先頭に、官民挙

げて急速に取組が進められております。 

 自治体においても、2018 年に、総務省が地方自治体における業務

プロセス・システムの標準化及びＡＩ・ロボティクスの活用に関する

研究会を立ち上げたのを契機に、自治体ＤＸ化の検討が進められた

結果、令和２年 12 月に、国においてデジタル社会の実現に向けた改

革の基本方針を閣議決定し、令和３年９月に、政府はデジタル庁を発

足させ、８月に、デジタル大臣に河野太郎衆議院議員が就任しました。 

 政府は、今後３年間で集中改革を進める計画としておりますが、河



野大臣は、社会のデジタル化を阻む 7,000 項目に及ぶアナログ規制

の撤廃や見直しに前倒しして取り組む方針を打ち出し、その第１弾

として、フロッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭによる行政手続を求め

る 1,900条項もの法令の撤廃を表明しました。 

 基本方針では、国が目指すべきデジタル社会の在り方として「デジ

タルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこ

とができ、多様な幸せが実現できる社会」｢誰一人取り残さない、人

に優しいデジタル化」とのビジョンを示し、社会全体のデジタル化を

促進するための自治体ＤＸ推進計画を策定しました。 

 自治体ＤＸとは、これまでアナログで行っていた業務をデジタル

化し、共有することで、データや情報を有効活用しやすくなり、住民

の生活をよりよくしたり、社会的問題の解決を目指すことができる

ものと位置づけられております。 

 こうした急速な政策決定には、幾つかの理由が指摘されています

が、その背景には、労働力不足への対応です。 

 公的なサービスを担う公務員の数は、定員削減や人口減少などに

伴って年々減少しており、国家公務員では、2000 年の 113 万人から

昨年は 59 万人に、地方公務員も、322 万人から 274 万人と、大幅に



減少しております。 

 それに伴う業務遂行への影響は、今般の新型コロナウイルス感染

拡大の中で、保健所をはじめとする様々な担当部署での対応の困難

さを通じて明らかになっております。 

 今後も起こり得るこうした状況下においても、公務員の皆様の負

担を軽減しながら、公共サービスの質を維持し、さらに新たな課題に

対応していくためには、ＤＸの推進を通じて行政の効率化を実現す

ることが急務であります。 

 そのため、熊本県も、令和３年３月、熊本県情報化推進計画を策定

し、県民誰もがＩＣＴの恩恵を享受し、安全、安心、便利な暮らしが

できる超スマート社会くまもとの実現を目指すとしています。 

 その計画では、令和５年度までに県が取り組む施策が挙げられて

おりますが、その中に、行政手続の３レスの推進という施策がありま

す。 

 ３レスというのは、ペーパーレス、キャッシュレス、判こレスのこ

とでありますが、本日は、その中のキャッシュレスを取り上げたいと

思います。 

 現代社会は、現金での支払いのほかに、クレジットカード、電子マ



ネー、デビットカード、スマホなど決済手段が多様化し、世代を超え

て広く普及し続けております。 

 そのため、熊本市においては、各区役所等に専用端末を設置し、そ

こで交付される住民票の写しや納税証明書等の発行手数料などでキ

ャッシュレス決済を導入していますし、県内のほかの自治体でも、所

管する一部の施設や一部の手数料等ではありますが、既にキャッシ

ュレス決済を導入しているところもございます。 

 また、全国を見ますと、まだ少数派ではありますが、東京都や大阪

府など、既に収入証紙制度を廃止した自治体もございます。 

 一方で、熊本県に対する支払い方法はどうかと尋ねたところ、自動

車税等の一部県税については、クレジットカードやスマートフォン

決済などのキャッシュレス決済が導入されていますが、県に対する

許可申請手続等を行う際に納付する手数料など、大部分の納付手段

が収入証紙のみであり、その総数が約 800 種類にも上るということ

をお聞きしまして、ＤＸ、ＤＸと言っている今の時代に、あまりにも

立ち後れ過ぎではないかと、正直大変驚いている次第であります。 

 熊本県民の皆様にとっても、行政手続に係るキャッシュレス化は、

身近で便利さが実感できる取組ではないでしょうか。 



 コロナ禍が長期化する中、スーパー、コンビニをはじめ多くの店舗

が、直接の接触を極力避けるための対策としてキャッシュレス決済

の拡大を図っております。 

 こうした状況を踏まえ、熊本県民の利便性向上や新しい生活様式

に対応していくためにも、キャッシュレスの積極的な推進が必要と

考えます。 

 そこで、県では、今後どのようにキャッシュレスの取組を進めてい

かれるのか、とりわけキャッシュレスの対極にある従来の収入証紙

制度についてどのように取り扱われる考えか、会計管理者にお尋ね

いたします。 

 

 

◎会計管理者（野尾晴一朗君） まず、キャッシュレスの取組につい

てお答えします。 

 ＩＣＴの急速な発展やスマートフォンの普及により、キャッシュ

レス決済は県民の生活に広く浸透しており、本県の公金の納付につ

いても、県民の皆様がキャッシュレス決済を身近に利用できる環境

の整備が必要であると認識しております。 



 そこで、納入通知書により納付する 30 万円以下の手数料等におい

て、本年４月から、スマートフォンによるキャッシュレス決済が可能

となるよう、システムを改修しました。この取組は、都道府県では九

州初の取組であり、全国においても、本県を含め５県しか実施してい

ない取組でございます。 

 現時点においては、県立学校入学金等の５つの公金納付で、早速キ

ャッシュレス決済が活用されています。 

 さらに、更新時期を迎える現行の総合財務会計システムに代わる

新たなシステムでは、収入証紙により収納している手数料等を含め、

キャッシュレス決済の対象範囲をさらに拡大し、令和８年度からの

稼働を目指しています。 

 これらのキャッシュレスの取組を進めることにより、県民の利便

性の向上を図り、超スマート社会くまもとの実現につなげていきた

いと考えています。 

 次に、収入証紙制度についてお答えします。 

 収入証紙制度は、熊本県収入証紙条例に基づき、昭和 39 年度から

運用しており、手数料を徴収している 880 手続のうち、議員御指摘

のとおり、約９割の 795 手続が収入証紙により収納されています。 



 しかし、制度を導入して 58 年経過していること、キャッシュレス

決済の浸透及び収入証紙制度を廃止もしくは廃止予定の自治体が 10

都府県となっていることから、収入証紙制度は見直しの時期に来て

いると考えております。 

 今後の収入証紙の取扱いについては、キャッシュレス決済の活用

状況を考慮し、利用者等の御意見も踏まえ、制度の廃止を含めた全面

的な見直しを進めてまいりたいと思います。 

 

 

◆（渕上陽一君） 地元の皆さんに聞きますと、まだＤＸを身近に感

じられておりません。県民の皆様にとって、行政手続に係るキャッシ

ュレス化は、身近で便利さが実感できる取組ではないかと思います。

キャッシュレスの取組、収入証紙の取組についても、しっかりと取り

組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 




